
農業農村整備事業における働き方改革への取組① R6.2 北海道農政部

・令和６年４月より、建設業にも「時間外労働の上限規制」が適用
・道農政部では建設業者に対し、働き方改革に関するアンケート調査や現場
技術者との意見交換を実施
・働き方改革の実現に向けて、寄せられた意見などを踏まえ、次の取組を実施

■工事発注前の取組

○委託業務成果品の品質向上

・基本設計の効果的な活用（Ａ）

・施工アドバイザーの対象工種の拡大（Ａ）

・ほ場整備、畑地整備の標準設計図の制定（Ａ）

○施工時期の平準化

・通年施行（田）、夏工事（畑）、春・秋施工（草地）の拡大（Ｂ）

・債務負担行為の活用（Ｂ）

・柔軟で余裕のある工期設定（Ｂ）

○関係者との調整

・農家の営農計画の確認・調整（Ａ）

・各種協議の適切・迅速な対応（Ｂ）

■工事発注後の取組
○一層の効率化
・遠隔臨場の活用（Ａ）

・三者技術検討会の対象工種の拡大（Ａ）

・ＩＣＴ施工の推進（Ｂ）

・情報共有システムの活用拡大（Ａ）

・迅速な設計変更（Ｂ）

○一層の業務軽減
・工事成果品の簡素化（Ａ・Ｂ）

・施工管理の省力化（Ａ・Ｂ）

○関係者との調整（再掲）
・農家の営農計画の確認・調整（Ａ）

・各種協議の適切・迅速な対応（Ｂ）

Ａ：R6.3～適用予定

Ｂ：R6年度中検討

■建設産業の持続的な発展に向けた取組
○担い手の確保・育成
・産学官連携による建設産業の魅力発信（Ｂ）

・農業農村整備の理解促進（Ｂ）

○法令遵守に関する理解促進
・働き方改革関連法等の周知（Ａ）



農業農村整備事業における働き方改革への取組② R6.2 北海道農政部

■工事発注前の取組
○委託業務成果品の品質向上

1
・基本設計の効果的な活用

Ａ
・基本設計を活用し、新たに必要となった諸条件の整理や課題の検討を行うこと
で、実施設計段階での更なる成果品の品質向上を図る。

2
・施工アドバイザーの対象工種の拡大

Ａ
・現場条件に応じた施工方法及び安全対策など、施工者からの意見を設計に反映
させ、委託成果品の品質向上と施工現場の効率化を図る。

3
・ほ場整備、畑地整備の標準設計図の制定

Ａ
・委託業務において、作成が必要な図面を明確化するとともに、図面名称や記載
内容を統一することで、委託業務や工事を円滑に進め業務改善を図る。

○施工時期の平準化

【水田】
・地域ごとに目標値の設定を進めるとともに、引き続き、地域の農業者などの理解
促進に努め、更なる拡大を目指す。
【畑地】
・夏工事の促進に向け目標値の設定について検討するとともに、受益者に理解を
深めてもらうため現行ＰＲ資料を改定し、施工時期の更なる平準化に取り組む。
【草地】
・春・秋施工の拡大に向けて、受益農家に理解を深めてもらうためＰＲ資料を作成
し、平準化率の上積みを図る。

5

・債務負担行為の活用

Ｂ

・繁忙期の工事量の集中を回避するため、工期が１年未満の工事についても、２カ
年国債の設定や当初ゼロ国債を活用し、一層の早期発注により施工時期の平準
化に取り組む。

6
・柔軟で余裕のある工期設定

Ｂ
・限られた土木技術者や作業員、資機材を有効に活用するため、受注者が工事開
始日や工期末を選択し円滑な施工が進められるよう、柔軟な工期設定に取り組
む。

No 項目 取組方針・内容

4

・通年施行（水田）、夏工事（畑地）、春・秋施
工（草地）の拡大

Ｂ

Ａ：R6.3～適用予定

Ｂ：R6年度中検討



農業農村整備事業における働き方改革への取組③ R6.2 北海道農政部

■工事発注前の取組
○関係者との調整

7

・農家の営農計画の確認・調整

Ａ

・発注後に工事内容の変更が発生し、工程などに影響を及ぼすことのないよう、受
益者へ十分に設計内容を確認し、建設会社職員の時間外労働の縮減や休日の確
保を図る。

8
・各種協議の適切・迅速な対応

Ｂ
・工事の計画的な工程管理のため、引き続き、支障物件などの移設補償にともな
う事務手続きがより一層迅速に進むよう、施設管理者とも協働して取り組む。

■工事発注後の取組
○一層の効率化

・情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により、工事現場の段階確認や立会の際に、遠隔臨
場を行うことで、移動時間を縮減し受発注者双方の業務の効率化を図る。

10

・三者技術検討会の対象工種の拡大

Ａ

・これまで一部の工種に対して実施していた三者技術検討会について、面工事に
おいても設計思想や施工条件、受益者の要望の反映などを確認し、施工管理の効
率化と工事目的物の品質確保を図る。

11
・ＩＣＴ施工の推進

Ｂ
・測量等の準備作業や施工・現場管理の省力化など、一層の生産性向上が図ら
れるＩＣＴ施工を推進する。

12
・情報共有システムの活用拡大

Ａ
・ＩＣＴを活用し、情報共有の迅速化や書類整理の軽減など、受発注者双方の業務
の効率化を図る。

13
・迅速な設計変更

Ｂ
・設計変更の事務手続きに要する時間の短縮に向け、軽微な設計変更において
上限額を拡大するなど、手続きの迅速化に取り組む。

9
・遠隔臨場の活用

Ａ

No 項目
Ａ：R6.3～適用予定

Ｂ：R6年度中検討
取組方針・内容



農業農村整備事業における働き方改革への取組④ R6.2 北海道農政部

■工事発注後の取組
○一層の業務軽減

14
・工事成果品の簡素化

Ａ・Ｂ
・出来形図の朱書き二段書きを廃止するなど、今後も工事成果品の簡素化を図
る。

15

・施工管理の省力化

Ａ・Ｂ

・管の敷設状況の確認のために行う管番号のマーキングについて、農政部発注工
事は小口径が多くこの作業に多大な時間を要していることから、マーキングを簡略
化するなど、今後も施工管理業務の軽減を図る。

○関係者との調整（再掲）

16
・農家の営農計画の確認・調整

Ａ
・発注後に工事内容の変更が発生し、工程などに影響を及ぼすことのないよう、受
益者へ十分に設計内容を確認し、建設会社職員の時間外労働の縮減や休日の確
保を図る。

17
・各種協議の適切・迅速な対応

Ｂ
・工事の計画的な工程管理のため、引き続き、支障物件などの移設補償にともな
う事務手続きがより一層迅速に進むよう、施設管理者とも協働して取り組む。

■建設産業の持続的な発展に向けた取組
○担い手の確保・育成

20
・産学官連携による建設産業の魅力発信

Ｂ
・地域の若年層に対して出前授業や現場見学会、インターンシップの受け入れなど
に取り組み、建設産業への理解を深め、勤労観・職業観の醸成を進める。

21
・農業農村整備の理解促進

Ｂ
・農業農村整備事業を広く道民に紹介するため、パネル展など広報活動に取り組
む。

○法令遵守に関する理解促進

22
・働き方改革関連法等の周知

Ａ
・農家はもとより、関係団体などを含めた発注者側職員に対しても、働き方改革関
連法や公共工事品確法の周知を図る。

No 項目
Ａ：R6.3～適用予定

Ｂ：R6年度中検討
取組方針・内容


